
令和７年８月豪雨リバースモーゲージ利子助成事業補助金交付要項 

 

（趣旨） 

第１条 知事は、令和７年８月豪雨により住居が被災したことにより応急的な住まい等で

の居住を余儀なくされた者（以下「被災者」という。）が、県内で居住する住宅を新築、

購入又は補修（以下「住宅再建」という。）するため、被災者が金融機関等からリバース

モーゲージ型の融資（高齢者向け返済特例等）を受けた場合の借入額に係る利子の支払

額の全部又は一部に対し、予算の範囲内でリバースモーゲージ利子助成事業補助金（以

下「補助金」という。）を交付するものとし、その交付については、熊本県補助金等交付

規則（昭和５６年熊本県規則第３４号。以下「規則」という。）に定めるもののほか、こ

の要項の定めるところによる。 

 

（補助金の交付対象者） 

第２条 補助金の交付を受けることができる者は、県内に住宅を再建するために、別表１

に定める金融機関等から、リバースモーゲージ型の融資を受け、次の（１）から（３）

のいずれかの要件を満たす者とする。 

(1) 応急仮設住宅（建設型応急住宅、賃貸型応急住宅）入居者であり、応急仮設住宅の

供与期間内（供与期間を延長された場合はその期間内）に退去した者 

ただし、次のア、イ又はウに該当する者を除く 

ア 被災者生活再建支援法（平成１０年法律第６６号）第２条第２号ハに掲げる世帯と

しての認定により入居した場合で、当該認定が解除された者 

イ 市町村長が発行する罹災証明書で半壊の判定を受け、その住宅を解体していない

者であり、災害救助法（昭和２２年法律第１１８号）第４条第１項第７号に規定する

被災した住宅の応急修理の期間中に応急仮設住宅を使用した者 

ウ 二次災害等により住宅が被害を受ける恐れがある、ライフライン（水道、電気、ガ

ス、道路等）が途絶している、地滑り等により避難指示等を受けているなど、長期に

わたり自らの住宅に居住できないと市町長が認め、応急仮設住宅を使用した者 

(2) 応急仮設住宅入居者以外で、次のアからウのいずれかに該当する者 

ア 市町村長が発行する罹災証明書で全壊、大規模半壊又は中規模半壊の判定を受け

た者 

イ 市町村長が発行する罹災証明書で半壊の判定を受け、その住宅を解体した者 

ウ 被災者生活再建支援法第２条第２号ハに掲げる世帯として認定されている者 

(3) その他、知事が認める者 

 

（補助対象経費及び補助金の額） 

第３条 補助対象経費及び補助金の額は、別表２のとおりとする。ただし、別表２により

算出した額に１，０００円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。 

２ 金融機関等から融資を受けて県内で住宅再建をする場合の借入額に係る利子支払額に

ついて、他の制度で助成を受けている場合は、本事業の対象としない。 

 



（補助金の交付申請） 

第４条 規則第３条第１項の申請書は、別記第１号様式によるものとする。 

２ 規則第３条第２項の添付書類は、別表３に掲げるものとする。 

３ 補助金の交付申請は、住宅再建をし、その住宅に入居した日以降行うものとし、その

日から起算して６月経過した日（知事がやむを得ないものと認める場合は、この限りで

ない）又は令和１０年（２０２８年）３月３１日のいずれか早い日までに、規則第１３

条の実績報告と併せて行うものとし、その提出部数は１部とする。 

  ただし、住宅再建をし、その住宅に入居した日がこの要項の当初の施行日より前であ

る場合は、この要項の当初の施行日から６月を経過した日（知事がやむを得ないものと

認める場合は、この限りでない）までとする。 

４ 補助金の交付申請については、第２条に該当する者がいる世帯につき１回限り行うこ

とができる。ただし、第２条に該当する者がいる複数世帯が、再建する同一の住宅に居

住する場合は、１つの世帯とみなす。 

 

（実績報告） 

第５条 規則第１３条の実績報告は、別記第２号様式によるものとする。 

 

（補助金交付決定・額の確定） 

第６条 規則第６条の規定による補助金の交付決定の通知及び規則第１４条の規定による

補助金の額の確定通知は、補助金交付決定通知書兼額の確定通知書（別記第３号様式）

により行うものとする。 

２ 補助金を交付することが不適当であると認めたときには、理由を付して不交付決定通

知書（別記第４号様式）により通知するものとする。 

 

（補助金の請求等） 

第７条 規則第１６条第１項の請求書は、別記第５号様式によるものとする。 

２ 申請者は補助金の請求は前条の補助金交付決定通知書兼額の確定通知書を受領した後、

すみやかに行うものとし、その提出部数は１部とする。 

 

（証拠書類の保管期間） 

第８条 規則第２３条に規定する別に定める期間は、５年とする。 

 

（現地調査等） 

第９条 知事は、補助金の交付業務の適正かつ円滑な運営を図るため、必要に応じて申請

者及びその関係者に対して報告を求め、又は現地調査等を行うことができるものとする。 

 

（その他） 

第１０条 この要項に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。 

 

 



   附 則 

この要項は、令和８年（２０２６年）１月２７日から施行し、令和７年（２０２５年）

８月１１日以降に住宅再建をしたものについて適用する。 

 

別表１（金融機関等） 

 

 

 

 

 

 

 

別表２（補助対象経費及び補助金の額） 

補助対象経費 補助金の額 

金融機関等からリバースモーゲージ型の

融資（高齢者向け返済特例等）を受けて、

県内で住宅再建をする場合の借入額に係

る利子の支払額 

借入額に、借入時の利率（独立行政法人住

宅金融支援機構が実施する「災害復興住宅

融資」の融資金利（団体信用生命保険に加

入しない場合に適用される金利）を超える

場合は、当該融資金利）を乗じて算出した

額に２０を乗じて得た額について、１００

万円を上限として、１世帯当たり１回限り

助成する。 

 

別表３（添付書類） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（共通） 

１ 市町村長が発行する罹災証明書の写し 

２ 住民票（再建した住宅に入居する世帯全員のもの） 

３ 住宅債務に係る金銭消費貸借契約書、抵当権設定契約書及び返済予定表の写し 

４ 入居者一覧（別記第１－１号様式） 

５ その他、知事が必要と認めるもの 

（第２条第２号イに該当する者） 

 ６ 被災した住宅の解体を証明する書類の写し 

１ 独立行政法人住宅金融支援機構 

２ 民間金融機関 

３ 各種共済組合、その他貸付事業を行う団体 

４ 事業所等（融資制度について明文の規定があるものに限る。） 

５ その他、知事が認めるもの 


